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１．はじめに 

○ 本年 4月 7日に、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、埼玉県、千

葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の 7都府県に対し、5月 6日

までの 29日間について、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32条第 1項に

基づく緊急事態宣言が行われた。 

 

〇 4月 16日には、上記 7都府県と同程度にまん延が進んでいると考えられる北海

道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県及び京都府の 6道府県との合計 13都道府県

が新たに「特定警戒都道府県」として指定され、それ以外の 34県についても、都

市部からの人の移動等によりクラスターが各地で発生し、感染が拡大傾向に見ら

れることなどから、人の移動を最小化する観点等より、全都道府県について緊急

事態措置を実施すべき区域の対象とされた。 

 

〇 5 月 4 日には、全国の新規報告数が未だ 200 人程度の水準となっており、引き

続き医療提供体制が逼迫している地域もみられることから、当面、新規感染者を

更に減少させ、感染を確実に収束に向かわせる必要があるほか、地域や全国で再

度感染が拡大すれば、医療提供体制への更なる負荷が生じる恐れもあったことか

ら、法第 32条第 3項に基づき、引き続き全都道府県における緊急事態措置を実施

すべき期間が令和 2年 5月 31日まで延長された。 

 

〇 一方、国民の自由と権利への制限は必要最小限のものでなければならないため、

緊急事態措置の長期化によって、必要以上の市民生活への犠牲を強いることのな

いよう、感染症対策の進捗状況をしっかりとモニターをしていく必要がある。こ

のため、本専門家会議では、今般、緊急事態宣言延長の判断から 10日後の最新の

感染の状況等を踏まえた分析を行うとともに、その結果に基づいて、必要な提言

を政府に対して行うこととした。 

 

 

２．感染状況等の評価について 

（１）感染状況（疫学的状況） 

 ①都道府県の感染状況 

・ 新型コロナウイルス感染症に関する国内事例の累積感染者数は、5月 12日現在

で、15,705人にのぼった。 

・ 他方、直近 6週間以内の新規感染者数の動向を見ると、4月 1～7日が 2,185人

増、4月 8～14日が 3,861人増、4月 15～21日が 3,348人増、4月 22～28日が

2,218人増、4月 29日～5月 5日が 1,466人増、5月 6日～5月 12日が 608人

増となるなど、新規感染者数は着実に減少しつつあり、直近 1 週間における１

日当たりの新規感染者数の平均は約 87人となった。 

・ こうした中、東京都では、引き続き、１週間当たり 200 名の新規感染者数であ

り、北海道、神奈川県、大阪府、埼玉県では引き続き 50名以上の新規感染者数

が確認される一方で、 
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岩手、秋田、鳥取、徳島、香川、長崎、大分、宮崎、鹿児島県の 9県では直近 3

週間以上にわたって、 

青森、宮城、栃木、福井、三重県の 5県では直近 2週間にわたって、 

山形、茨城、新潟、山梨、岐阜、静岡、滋賀、島根、広島、山口、愛媛1、高知、

佐賀、沖縄県の 14県では、直近 1週間にわたって、それぞれ新規感染者が確認

されていない状況となった（図 1参照）。 

 

【図 1 累積感染者数等のデータ】 

 

 
1 愛媛県は、14日に医療機関でクラスター感染が生じたことを公表した。 

都道府県

累積

感染者数

（～5/12）

1週間以内

累積感染者数

(5/6～12）

2週間以内

累積感染者数

（4/29～5/12）

3週間以内

累積感染者数

（4/22～5/12）

人口10万対

発生数

(累積)

人口10万対

死亡数

(累積)

北海道 966 88 291 506 18.4 1.2

青森 27 0 0 4 2.2 0.0

岩手 0 0 0 0 0.0 0.0

宮城 88 0 0 4 3.8 0.0

秋田 16 0 0 0 1.7 0.0

山形 69 0 2 5 6.4 0.0

福島 81 1 10 16 4.4 0.0

茨城 168 0 6 22 5.9 0.3

栃木 56 0 0 4 2.9 0.0

群馬 147 1 1 16 7.6 0.9

埼玉 970 57 131 279 13.2 0.6

千葉 885 20 54 151 14.1 0.6

東京 4987 200 848 1608 35.8 1.4

神奈川 1193 87 237 397 13.0 0.6

新潟 82 0 2 20 3.7 0.0

富山 221 11 39 114 21.2 1.4

石川 283 15 38 93 24.9 1.7

福井 122 0 0 4 15.9 1.0

山梨 56 0 3 5 6.9 0.0

長野 75 2 8 22 3.7 0.0

岐阜 150 0 1 6 7.5 0.3

静岡 73 0 6 20 2.0 0.0

愛知 495 5 21 73 6.6 0.5

三重 45 0 0 4 2.5 0.1

滋賀 97 0 2 22 6.9 0.1

京都 352 18 43 92 13.6 0.5

大阪 1750 69 203 407 19.9 0.7

兵庫 694 21 56 148 12.7 0.6

奈良 90 3 10 18 6.8 0.2

和歌山 63 1 3 16 6.8 0.3

鳥取 3 0 0 0 0.5 0.0

島根 24 0 1 8 3.6 0.0

岡山 25 2 3 6 1.3 0.0

広島 165 0 8 23 5.9 0.1

山口 37 0 5 6 2.7 0.0

徳島 5 0 0 0 0.7 0.1

香川 28 0 0 0 2.9 0.0

愛媛 48 0 1 1 3.6 0.2

高知 74 0 1 5 10.6 0.4

福岡 655 6 31 114 12.8 0.5

佐賀 45 0 7 28 5.5 0.0

長崎 17 0 0 0 1.3 0.1

熊本 48 1 1 8 2.7 0.2

大分 60 0 0 0 5.3 0.1

宮崎 17 0 0 0 1.6 0.0

鹿児島 11 0 0 0 0.7 0.0

沖縄 142 0 1 17 9.8 0.4

全国計 15705 608 2074 4292 12.6 0.5

※５月12日時点（感染者数は報告日ベース。長崎県のクルーズ船における陽性者は含めていない。）
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②実効再生産数の推移 

〇 5月 13日までの全国の実効再生産数は、4月 29日までの感染時刻に関する推

定が可能であり、概ね 4月上旬以降から１を下回り続けている。発症日データの

みを用いた推定による 4 月 28 日時点の全国の推定値は、0.6（95％信用区間：

0.4、0.7）であった。 

 

〇 発症日データのみを用いた推定による 4月 29日時点の推定値は、北海道で 0.4 

(95%信用区間:0.1, 0.7)、関東一都四県（東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城）で

0.3 (95%信用区間:0.1, 0.5)、近畿二府一県（大阪、京都、兵庫）で 0.7 (95%信

用区間:0.2, 1.2)となっており、継続的に実効再生産数は 1を下回って概ね減少

傾向にある。この際、4月下旬の感染者数が少ない場合（愛知・岐阜や福岡）で

は少しの感染者数の増減で、実効再生産数が大きく変化して、正しく評価するこ

とが困難であるため推定を省略した。 

 

〇 さらに、報告日時点において、症状の有無や発症日を特定できない事例が相当

の割合を占めるようになってきたため、発症日を特定できた感染者による推定に

加えて、参考までに、発症日を特定できていない感染者についても診断日から発

症日を推定した上で、同様の推定を行い、これを加味した推定を行った（図 2、

図 3参照）。2 

 

【図 2 全国の実効再生産数 P4 発症日データを用いた推定、P5 発症日を特定

できない感染者も含めた推定】 

全国 

 

 
2 なお、黄色の棒が感染時刻（日）別の推定感染者数であり、青の実線が推定された実効再生産数であり

青の影が 95％信用区間を示す。感染から報告までの遅れの 80パーセンタイルを考慮して全国では４月

29日以降、各地域では４月 30日以降の推定値は省略している（青の帯）。 
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【図 3 地域別の実効再生産数】  

北海道       関東一都四県（東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城） 

【上：発症日データを用いた推定、下：発症日を特定できない感染者も含めた推定】 
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愛知、岐阜        近畿二府一県（大阪、京都、兵庫） 

【上：発症日データを用いた推定、下：発症日を特定できない感染者も含めた推定】 

 

 

 

 

福岡 

【上：発症日データを用いた推定、下：発症日を特定できない感染者も含めた推定】 
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（２）医療提供体制 

〇 緊急事態宣言下において、各都道府県で、医療提供体制の整備が進められた。

この結果、ピーク時に新型コロナウイルス感染症患者が利用する病床として、令

和 2年 5月 1日時点では、31,077床について、各都道府県が医療機関と調整の上、

確保を見込んでおり、14,781床について、既に医療機関と個別の病床の割当てを

終えている。 

 

〇 また、新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等に関する調査結果でも、4月

28日時点では、入院者数が 5,627名、うち重症者数（ICUに入院しているか、人

工呼吸器あるいは ECMOを使用している者の数。以下同じ。）が 381名であったの

に対し、5 月 7 日時点では、入院者数が 4,449 名、うち重症者数が 341 名となる

など、入院者数、重症者数ともに減少傾向が確認された。 

 

【図 4 全国で人工呼吸器を要する確定患者数の推移（左図）、全国で ECMO装着の 

患者数の推移（右図）】 

※ 日本集中治療医学界の日本 COVID-19対策 ECMOnetによる集計 

 

（３）総括 

○ 以上を踏まえれば、東京都、北海道、大阪府などにおいては、未だに警戒が必

要な状況が続いている一方で、それ以外の府県については、3 月下旬からの感染

拡大が始まる以前の状況にまで、新規感染者数等が低下しつつあることが確認さ

れた。 

 

○ また、医療提供体制についても、現時点では入院を必要としている患者数に対

しては十分な病床数が確保されており、入院患者数も重症患者数はともに減少傾

向であることが確認された。 
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３．緊急事態措置の解除の考え方について 

〇 4 月 7 日に発出された緊急事態宣言は、政府や地方公共団体、医療関係者、専

門家、事業者を含む市民が一丸となって、法第 45条第 1項に基づく外出の自粛等

や、法に基づく各種施策を実施することを通じて、 

 ①感染拡大を防ぎ、新規感染者数を減少させ、市民の生命と健康を守ること。そ

のためには、医療提供体制の崩壊を未然に防止することにより、重症者数・死

亡者数を減らすことが重要になること、 

 ②この期間を活用して、各都道府県などにおいて医療提供体制の拡充をはじめと

した体制の整備を図ること、 

③市中感染のリスクを大きく下げることにより、新規感染者数を一定水準以下に

できれば、積極的疫学調査などにより新規の感染者及びクラスターに対してよ

り細やかな対策が可能となり、基本的感染対策としての①身体的距離の確保、

②マスクの着用、③手洗いをはじめとする「新しい生活様式」の実践とともに、

市民による「３つの密」の回避を中心とした行動変容を講じていくことにより、

感染を制御することが可能な状況にしていくことが期待されること 

④都市部から他の地域への移動によって流行が拡大することを予防すること 

⑤足並みを揃えて都道府県知事のリーダーシップを期待すること 

といった狙いがあった。 

 

〇 緊急事態措置による「徹底した行動変容の要請」を解除するときは、上記①～

⑤の緊急事態宣言を発出した目的が達成されたかどうかを見ていく必要がある。

具体的には、（１）感染の状況【疫学的状況】、（２）医療提供体制【医療状況】、

（３）検査体制の構築などの点を総合的に判断していくことが求められる。 

 

〇 こうした解除の考え方については、我が国では、引き続き死亡者数を少なく留

めておく観点から、諸外国よりも厳しいものとする必要がある。3 

 

（１）感染の状況【疫学的状況】 

〇 以下の①、②を中心に総合的に判断していくことが求められる。 

 

①新規報告数：直近１週間の新規感染者の報告数がその前の１週間の報告数を 

下回っており、減少傾向が確認できること（別添１参照） 

・これは、新規感染者数の直近の増減度合い（傾向）を反映した簡便な指標であ

る。ただし、報告数が既に非常に少ない都道府県では、１，２件の増加によっ

て要件が満たされないわけではないこと。 

 

②直近１週間の 10万人あたり累積新規感染者の報告数：0.5人未満程度 

（別添１参照） 

 
3 ドイツでは 10万人あたりの新規感染者数が 7日間累計で 50人以下となったこと、アメリカNY州で

は「新規入院患者数」が 10万人当たり 2人未満（3日間平均）などを要件として採用している。 



9 

 

 ・積極的疫学調査などにより新規の感染者及びクラスターに対してより細かな

対策が十分実施できていた頃の水準であり、地域におけるリスクの高いクラ

スター感染などを丁寧に追跡調査することにより、二次感染の拡大を未然に

防止することなどにもつながることから、まずは、こうした水準が目安になる

と考えられる。ちなみに、東京で言えば、感染拡大が生じる前の 3月上・中旬

頃の新規感染者数の水準に該当する。 

・なお、人口の少ない都道府県などでクラスター感染（集団感染）が起こった場

合、直ちに、上記①、②の基準を満たせなくなるような事態も想定される。感

染経路が特定できているクラスター感染（集団感染）については、周辺地域へ

の影響が限定的であることが分かっているのであれば、こうした影響を除去し

て判断することも考えられる。 

   

  〇 その他、地域の感染の推移を表す実効再生産数（図 2、図 3参照）、また、地

域の感染が制御できているかを表す感染経路不明な感染者の割合（別添１参照）

なども参考にする。 

 

〇 また、この感染症は、人と人との接触によって拡大することから、大都市圏

など近隣県や移動の多い都道府県における感染の状況についても考慮してい

くことが重要である。

 

（２）医療提供体制【医療状況】 

〇 医療提供体制については、3月下旬以降に起こったような感染者数の拡大（地

域によってはそれを上回る感染者数の増大）が生じたとしても、普段なら救え

る命が救えなくなるような医療崩壊を生じさせない体制が確保されているこ

とが不可欠となる。このため、以下のような事項を踏まえ、総合的に判断する

ことが求められる。 

 

①新型コロナウイルス感染症の重症者数（ICU入院又は ECMO・人工呼吸器使用者

数）が減少傾向であり、医療提供体制が逼迫していないこと 

   ・これらについては、下記のデータ（別添 1参照）を見ていくことが重要であ

る。 

▶「新型コロナウイルス感染症患者の療養状況等に関する調査報告」 

▶新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(GMIS) （参考） 

▶日本 COVID-19対策 ECMOnet・重症患者登録システム CRISIS（参考） 

  

②今後の患者急増に対応可能な体制が確保されていること 

   ・これらについては、下記のデータ（別添 2参照）を見ていくことが重要であ

る。 

▶協議会及び都道府県調整本部（仮称）等の設置状況 

▶確保病床数及び入院者数（確保病床数調査及び療養状況調査） 

▶宿泊療養確保室数及び使用数 



10 

 

（３）検査体制の構築 

  〇 新規感染者数の動向を適切に把握できるようにするとともに、次なる感染者

数の拡大にもきちんと備えられるようにしておくため、検査システムを確立さ

せておくことが求められる。 

 

  ①都道府県別の PCR等検査件数の動向 

・これらについては、下記のデータ（別添 2参照）を見ていくことが重要である。 

    ▶検査件数が一定数以上担保されていること。 

▶陽性検体の占める割合が著しく高くないこと。 

 

〇 なお、（２）医療提供体制の確保、及び、（３）検査体制の構築に当たっては、

都道府県が果たす役割が大きいことから、国は、都道府県との連携強化に努め

るとともに、都道府県の医療提供体制に対する逼迫の度合い等や、今後の課題

等について認識を把握することが求められる。 

 

 

４．再指定の考え方とモニタリングの必要性について 

〇 新型コロナウイルス感染症は、当分の間、常に再流行のリスクが存在する。  

そのため、緊急事態宣言の対象地域から除外される地域が出てきても、国及び都

道府県は、引き続き再流行への警戒を継続し、再び感染者が増加した場合に備え

て、流行の監視体制と対応能力の強化を進めていく必要がある。 

 

（１）再指定の考え方について 

〇 新型インフルエンザ等特措法に基づく緊急事態措置については、国民生活に

多大なる影響を及ぼすものである。緊急事態措置が必要となるような感染の拡

大は可能な限り、避けるべきものであり、（２）の感染状況等に対するモニタリ

ングを徹底し、感染拡大の予兆がみられる場合には、速やかに法第 24条第 9項

に基づく協力の要請（施設の使用やイベントの実施制限や感染対策への協力依

頼等）など必要な対応を講じることが求められる。 

 

〇 また、今後想定されうる流行シナリオとして、潜在化している感染連鎖が突

如としてクラスターとして顕在化するようなケースや、これまで報告されてい

るクラスターとは異なるタイプのクラスター感染（集団感染）の発生にも十分

注意していく必要がある。 

 

○ その上で、地域において、再度、感染の拡大が認められ、以下のような状況に

該当すると総合的に判断されるような場合には、国は、速やかに、緊急事態措置

を実施すべき区域として指定を行う必要がある。 

   なお、再指定に当たっては、引き続き、死亡者数が少ない状況を維持するた

め、諸外国と比して厳しい判断基準により、遅滞なく判断する必要がある。 
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１）感染の状況 

 ○ 4 月 7 日に特定警戒都道府県を指定した際の指標や水準の考え方、感染の状

況を踏まえつつ、以下①～③のような指標を中心に、総合的に判断していくこ

とが求められる。 

① 直近１週間の人口 10万人当たり累積報告数 

② 直近１週間の倍加時間 

③ 直近１週間の感染経路不明の症例の割合 

 

  〇 その他参考にしうる指標としては、実効再生産数（図 2、図 3参照）、PCR等

検査の状況（別添 2参照）などが挙げられる。 

 

〇また、特定警戒都道府県として再指定する必要性が生じた場合には、医療提供

体制等への負荷も考慮し、13 都道府県の指定時よりも迅速に指定・再指定を行

う必要がある。また、こうした判断に当たっては、特定のクラスター感染（集団

感染）の状況等も勘案することとし、数値のみによる一律の判断は避ける必要

がある。 

 

  ２）医療の状況 

  ○ 緊急事態措置は、感染拡大を防ぎ、新規感染者数を減少させ、市民の生命と健

康を守ることが主たる目的として実施されるものである。そのためには、医療提

供体制の崩壊を未然に防止することが重要であることにかんがみ、各都道府県

における医療提供体制の整備状況を踏まえて、①、②が、更に感染が拡大した場

合にも対応可能な状況にあるか、これまでのピーク時の水準に近づいていない

かなどに留意していくことが求められる。 

① 重症患者数の推移 

② 入院中の患者数の推移 

 

（２）感染状況等に対するモニタリングの必要性について 

〇 この感染症は、再度感染拡大が起こる可能性があることから、各都道府県は、

３．及び４．に記載された事項等をはじめとして、感染の状況等について、十分

にモニタリングしていく必要がある。 

 

〇 厚生労働省は、各都道府県が一覧性を持って、３．及び４．に記載された事項

等の比較ができるように、こうした情報等について、分かりやすく定期的にＨＰ

上で公表していく必要がある。 

 

 

５．社会経済活動と感染拡大防止の両立にあたっての基本的考えについて 

〇 ３．を踏まえ、各都道府県は、順次、緊急事態措置の対象地域から外れていく

ことが想定される。このことは、市民一人ひとりの協力の下で実現した成果の表

れである。一方で、諸外国においては、都市封鎖等により感染者数の増加を抑制
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したものの、規制緩和後にクラスターの発生が報告され、再度の対策強化が行わ

れた事例もあり、対策移行が決して簡単な道のりではないことをよく表している

と言える。 

 

〇 他方、これまでのクラスター対策の経験を通じて、感染リスクが高い場が明ら

かになってきた。具体的には、接待を伴う夜間の飲食店、居酒屋、屋内運動施設

（スポーツジム等）やライブハウス等において、クラスター（集団感染）が発生

したことが分かっている。 

  また、以下①、②に示す感染防止の基本を守れば、感染の拡大を防止できるこ

とが再確認された。 

① 感染拡大が加速する場（クラスター連鎖の場）を徹底して避けること 

② 「身体的距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」からなる基本的な感染対策

などを実践すること。 

 

○ したがって、緊急事態措置の対象地域からの移行に当たって、社会経済活動と

感染拡大防止の両立を図っていくためには、社会経済の活動レベルを段階的に引

き上げていく一方で、上述の感染リスクの高い場を徹底的に回避するというメリ

ハリのついた対策が重要となる。 

都道府県知事においては、クラスターのおそれがある施設や「３つの密」のあ

る場については、十分なモニタリングを行いながら、具体的にクラスターが発生

した事例を踏まえた注意喚起の徹底を図るとともに、地域の状況を踏まえ、必要

に応じて、当分の間、施設の使用制限の協力要請を検討するなど、知事の強いリ

ーダーシップの下で、躊躇なく必要な対応を講じていくべきである。 

 

〇 その上で、5月 4日の提言で示したように、市民生活においては、「身体的距離

の確保」など基本的な感染防止の取組に加えて、感染拡大を予防する「新しい生

活様式」（別添 3 参照）を確実に実践していただくことが不可欠であり、事業活

動においては、業種ごとに感染拡大予防ガイドラインを作成し、これを実践して

いくことが重要である。これについて、国や都道府県は、必要な情報提供や効果

的な対応の周知広報などを積極的に行うべきである。 

 

○ さらに、再流行による緊急事態措置を再び講じずとも済むように、緊急事態措

置の対象地域から外れる場合であっても、地域のリスク評価（地域区分）に応じ

て、きめ細かく段階的に対策を移行していくことが重要である。（参考 1参照） 

 

〇 このため、地域において円滑な対策移行が図られるよう、下記（２）において、

「地域のリスク評価（地域区分）に応じた対応」の整理を行った。（参考 2参照） 

 

（１）特定警戒都道府県等からの対策移行の際の基本的対処方針 

①市民生活について 

○ 一旦、特定警戒都道府県等の指定が解除されることとなった場合でも、この


